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○ 取扱い 

原則として、乳歯の「歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、「Ｊ０１３ 口腔内消

炎手術 ２ 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

乳歯の周囲歯肉に膿瘍が形成されている場合は、症状を軽減するために

歯肉の切開排膿を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 


